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環境改善の努力を怠ったまま
保護具の使用に頼るべきではない

臨時の作業、屋外作業等で環境改善対策を屋
内常時作業と同等には十分に行えない場合に
は、保護具の使用が有効な対策が、保護具の
効果には限界がある。
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局所排気装置、除じん装置の管理はなぜ必要か
粉じん障害防止規則

（局所排気装置等の定期自主検査）
第１７条

１ 略
２ 事業者は、前項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、一年

以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項に
ついて自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同項の装
置の当該使用しない期間においては、この限りでない。

局所排気装置
イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
ロ ダクト及び排風機における粉じんの堆積状態
ハ ダクトの接続部における緩みの有無
ニ 電動機とファンとを連結するベルトの作動状態
ホ 吸気及び排気の能力
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
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プッシュプル型換気装置 略

除じん装置

イ 構造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度
ロ 内部における粉じんの堆積状態
ハ ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損又はろ材取付部等

の緩みの有無
ニ 処理能力
ホ イからニまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

（補修等）
第２１条
事業者は、第十七条第二項若しくは第三項の自主検査又は第十九条の点検を行った場合におい
て、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。
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耐火煉瓦製造業における作業環境改善の手法について
昭和55年8月4日基発第407号

改正履歴

標記の業種については、その製造業務に従事する労働者が鉱物等の粉じんを
中心とした各種の有害因子にばく露される危険性が高く、また、中小企業が
多いため、特に作業環境を改善するための具体的手法の明確化が要望されて
きたところである。このため、昭和53年４月以降、専門家により耐火煉瓦製
造事業場における作業環境改善に関する実態調査を実施したところであるが
、今般その結果等を踏まえ、「耐火煉瓦製造業における作業環境改善手法」
（以下「作業環境改善手法」という。）を別紙のとおりとりまとめた。つい
ては、耐火煉瓦製造事業場及び同種の製造工程をもつ事業場に対する作業環
境改善のための指導を行うに当たっては、下記に留意のうえ、本「作業環境
改善手法」を十分活用されたい。なお、粉じん作業の態様は多岐にわたって
おり、また、粉じんの発散の程度も異なるので、事業場の実態に応じた指導
を行うよう配意されたい。おって、前記の実態調査の報告書を別添により
送付するので併せて参照されたい。
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記

１「作業環境改善手法」は、耐火煉瓦を製造する事業場で働く労働者の健康障害を防止す
るための対策について、作業環境改善を中心にその基本的方策及び具体的手法等を示
したものであること。

２「製造工程別対策」には、耐火煉瓦の製造工程別に基本的方策等を示したものである
こと。

(１) 「健康障害防止対策」には、労働者の健康障害を防止するための主要な対策を示し
たものであること。

(２) 「基本的方策」には、前記(１)の対策のうち、作業環境を改善するための基本的方策
の概要を示したものであること。

(３) 「具体的手法」には、主として前記(２)の方策を実現するための具体的手法の例を示
したものであること。

(４) 「参考（関係法規）」には「健康障害防止対策」ごとにそれぞれ対応する労働衛生
関係法令の概要を示したものであること。

３「その他の対策」には、各製造工程に共通する事項について、有害因子別に作業環境改善
の具体的手法を示したものであること。
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別紙
耐火煉瓦製造業における作業環境改善手法

目次１製造工程別対策
(１) 原料の搬入・貯蔵工程（鉱物等の粉じん（表））
(２) 破砕・粉砕工程（鉱物等の粉じん（表）、騒音（表））
(３) ふるい分け工程（鉱物等の粉じん（表）、騒音（表））
(４) 混合工程（鉱物等の粉じん（表）、騒音（表））
(５) 成形工程（鉱物等の粉じん（表）、騒音（表））
(６) 乾燥工程（鉱物等の粉じん（表）、暑熱（表））
(７) 焼成工程（鉱物等の粉じん（表）、騒音（表）、暑熱（表））
(８) 含浸工程（コールタール（表））
(９) 仕上げ工程（鉱物等の粉じん（表）、コールタール（表）、

騒音（表））

２その他の対策（表）工程別、規則別規制一覧表 (参考)（表）
7

https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-28/hor1-28-40-1-2.html
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-28/hor1-28-40-1-3.html
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-28/hor1-28-40-1-4.html
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-28/hor1-28-40-1-5.html
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-28/hor1-28-40-1-6.html
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-28/hor1-28-40-1-7.html
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-28/hor1-28-40-1-8.html
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-28/hor1-28-40-1-9.html
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-28/hor1-28-40-1-10.html
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-28/hor1-28-40-1-11.html
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-28/hor1-28-40-1-12.html
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-28/hor1-28-40-1-13.html
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-28/hor1-28-40-1-14.html
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-28/hor1-28-40-1-15.html
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-28/hor1-28-40-1-16.html
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-28/hor1-28-40-1-17.html
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-28/hor1-28-40-1-18.html
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-28/hor1-28-40-1-19.html
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-28/hor1-28-40-1-20.html
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-28/hor1-28-40-1-21.html


8 



自動車の車検と同じです

正常な稼働ができているか局所排気装置
の各部の点検と整備が必要です。設置当
初から設備の老朽化が進んでいませんか。
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準備するもの

発煙管

風速計

テストハンマー等

場合によって必要な物

回転計

絶縁抵抗計

超音波厚さ計
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（清掃の実施）
第２４条

事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日
一回以上、清掃を行わなけれ ばならない。
２事業者は、粉じん作業を行う屋内作業場の床、設備等及び
前条第一項の休憩設備が設けられている場 所の床等（屋内のも
のに限る。）については、たい積した粉じんを除去するため、
一月以内ごとに一回、定期に、真空掃除機を用いて、又は水洗
する等粉じんの飛散しない方法によつて清掃を行わなければな
らない。ただし、粉じんの飛散しない方法により清掃を行うこ
とが困難な場合で当該清掃に従事する労 働者に有効な呼吸用保
護具を使用させたときは、その他の方法により清掃を行うこと
ができる。
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除じん装置の定期自主検査指針より
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除じん装置の定期自主検査指針より 38 
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まとめ
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局所排気装置が置き去りにされています

企業によっては局所排気装置が設置されているが老朽化が進み、腐食、破
損、変形などのケースが多数見受けられます。事業主の方や現場の責任者の
方々はどうしても生産設備に注意が向いてしまいがちで、有害物質（粉じ
ん）の発生源対策への積極的な取り組みが後回しとなっているケースがある
ようです。
局所排気装置等は私たちの安全と健康を守ってくれる欠かすことのできな
い設備であり、日常の点検と整備、一年以内ごとの定期自主検査の実施は欠
かすことができません。
快適で、安全な職場を目指し、局所排気装置、除じん装置の点検と整備を
お願いいたします。



ご清聴ありがとうございました。
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